
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             

                                             

                                              

 

                                                                   

 【老いて生活するうえで様々な不自由が 

生じても、住み慣れた家や地域を離れ 

ることもなく安心して暮らし続けたい】 

 

サポートセンターゆんたくは、 

多機能なケア（通う・泊まる・集う）を 

そなえもった様々な地域の介護要望に 

応じられる施設です。 

 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

ゆんたく 

阪神医療生活協同組合 小中島診療所 

サポートセンターゆんたく  

 

 〒６６１―０９５３ 

 尼崎市東園田町４丁目９６の１ 

 電話 ０６―６４９１―８０３０ 

 FAX   ０６―６４９１―８０９２ 

 

 

 

 

あなたの趣味・特技・時間を生かして 

共に地域づくりをしてみませんか 

 

 

 

一緒に生活する仲間がいて、地域の人々との交流があって、 

自分らしい生活が送れる 

そんな「当たり前の暮らし」を続けられる地域づくりを 

一緒にはじめませんか 

普通食の摂れない方には食べ易いお食事

も用意しています。 

 



                                                 

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

      

                                                                             

  

 

 在宅で自分らしく住み続ける為に、 

介護計画（ケアプラン）の作成や必要なサー

ビスなどの調整・介護保険の手続きを 

ケアマネジャーが援助させていただきます。 

○介護の相談・ケアプランの作成 

 

小中島診療所 居宅介護支援事業所 

電話 06‐6491‐9696 

 

在宅でお住まいの方々がよりいっそう 

生活を楽しんでいただくための 

通所タイプのサービスです。 

○ 生活リハビリ 

パワーリハビリで自信をつけて行動的

な生活づくりを目指したり、土いじり、 

花のお世話やレクリエーションなど 

自分の好きなことをしながら身体 

機能の維持・回復をめざします。  

○入浴サービス 

 木のお風呂でゆったり、 

身心のリフレッシュ 

○食事サービス 

 旬の素材を活かした手作り家庭料理 

 の香りと味を楽しんでください。 

○送迎サービス 

 自宅まで職員が専用の車にて、 

送り迎えをするので安心、安楽です。 

○健康チェック&介護相談のサービス 

 

在宅でお住まいの方々がよりいっそう 

生活を楽しんでいただくための 

訪問タイプのサービスです。 

○生活援助サービス 

 少し大変になってきた掃除、買物、食事の準備 

など炊事・家事をお手伝いします。 

○身体援助サービス 

 入浴、トイレ介助など 基本的な生活動作を 

 お手伝いします。 

 

 尼崎市食満 7-3-55 

 電話 06-6492-2623 

 

 

緊急なお泊りもできますのでご相談ください。 

   基本料金 

要支援  約１７２１円/月～ 

要介護１ 約６７５円 

要介護２ 約７９５円 

要介護３ 約９２３円 

要介護４ 約１０４８円 

要介護５ 約１１７４円 

※要介護は一日当たりの料金 

個別機能訓練・運動機能訓練 

加算・入浴など 

食材料費 ６１７円 

 

その他の料金 

今日は天気がいいので外出 

一

日

の

流

れ 

バイタルチェック 

手作りのごはん 入浴または個別機能訓練 

昼食前の体操 

レクレーション 

おやつ 

 

 福祉用具はメガネや補聴器と同じです。 

目的や身体状況に合わせることで 

在宅生活を支援します。  

 ○レンタル 

  介護保険にてベッド、車いす、手すり、 

  歩行器など介護度により       

  １割から 2割でレンタルが可能です。 

 ○販売 

  杖やシーツなどお気軽にご相談ください。 

 入浴用品やポータブルトイレなど 

介護保険指定商品であれば 

9割が償還払いになります。 

手続きはこちらにてお手伝いいたします。 

 〇住環境のお手伝いやアドバイス 

  在宅での生活を快適に暮らすための工夫や  

  配置から手すりの取り付け位置など 

一緒に考えます。 

  介護保険での住宅改修もご相談ください。 


